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ABSTRACT━━ Objective. It is necessary to establish a system to evaluate the quality of lung cancer screening in
prefecture, because there is a large variation in quality in each municipalities and facilities. Method. The Osaka
Prefectural Committee for Management of the Lung Cancer Screening System has published the referral rate
standings, the detailed consultation rate and the detection rate of lung cancer by municipality and speculating as
to why accuracy was low, in the annual reports since 2005. Results. A chart, compared with a table of conventional
analysis, was easier for the prefectural clerical officers to understand the analysis. Osaka Prefecture has posted
annual data from each municipality using a chart on its website since 2006. Conclusion. Displaying quality assur-
ance data on the website was useful for analysis by the prefectural officers, but merely expecting voluntary im-
provement in the municipalities is insufficient. Based on the present analysis, the prefectural committee must sug-
gest a concrete remedial plan.
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要旨━━目的．現状の肺癌検診においては，各市町村お
よび検診機関の間に大きな精度の差があるため，府県に
おいて肺癌検診の精度を評価するシステムを確立する必
要がある．方法．大阪府生活習慣病検診管理指導協議会
肺癌部会では，各市町村別の要精検率・精検受診率・が
ん発見率をランキングしたグラフを作成し，精度が悪い
市町村に対する理由の考察を添えたものを 2005 年度分
の報告書から導入した．結果．従来の集計表のみの報告
書に比べてグラフを用いた分析は，府県の事務担当者に
も理解しやすく，好評であった．2006 年度より各がん検

診の精度指標を市町村別にランキングしたグラフを，大
阪府のホームページに公開している．考察．ホームペー
ジへの精度管理指標の公開は，府県の職員にも受け入れ
られやすい方法であるが，これだけでは各市町村の自発
的な自浄能力を期待することになり不十分である．分析
結果に基づいて，生活習慣病検診管理指導協議会は各市
町村に具体的な改善策を提示することが必要である．
索引用語━━肺癌検診，精度管理，生活習慣病検診管理
指導協議会
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Figure 1. Quality dispersion of lung cancer screening according to facilities in Osaka Prefecture.

1．はじめに

がん検診は精度管理が重要であると言われて久しい
が，検診に従事するもの以外からみると，「医療の質」に
比べて非常にわかりづらいものとなっている．特に肺癌
検診については，撮影や読影に関する認定制度が存在せ
ず，誰でも参入できる状況にある．このため撮影や読影
の質を外部のものが評価することは困難な状況にあり，
そのせいもあってか社会的な信頼も低い．各地域で行わ
れる住民検診については，各府県の生活習慣病検診管理
指導協議会（以下協議会）が府県・市町村・検診機関ご
とにその精度を評価し，問題があれば指導すると厚生労
働省が示した指針には記載されている．1 しかし撮影や
読影の技術評価という手間のかかることは実質上行うこ
とはできず，要精検率や精検受診率，発見率などの指標
の解釈がこの協議会の実務となる．これらの数値指標の
解釈は難しく，年 1回という一般的なスケジュールから
いって，機能しているとは言い難い．また府県の協議会
は，問題のある市町村および検診機関に指導をするよう
にと，国の指針には記載されているものの，法的な権限
は存在せず強制力はない．筆者は大阪府の協議会に事務
局という形で関与し，大阪府健康福祉部（現健康医療部）
とともに，がん検診の精度管理について検討してきた．
その間に，市町村および検診機関の自浄作用を期待し，
積極的な精度管理指標の公開化に取り組んできた．その
動きについて概説する．

2．精度のバラツキについて

大阪府内の 2003～2006 年度の平均がん発見率の各検
診機関別の成績を示す（Figure 1）．過去 4年間の平均が
ん発見率については，0～160�10 万人と幅広く分布して
いる．このように，検診機関別にみると，大きな精度の
バラツキが存在する．このようなバラツキの大きさは，
10 年以上前から協議会の肺がん部会でも問題となって
いたが，当時は具体的な行動はできていなかった．

3．公開化の動き（第一段階）

宮城県での市町村別の精度管理指標の把握状況に関す
るホームページ（HP）への公開化の動き2を参考に，議論
が始まった．年一回の協議会においては，話題に上った
ものの，各委員の反応は乏しく，公開するか否かの結論
は出ず，継続審議となった．大阪府健康福祉部では協議
会での結論を待たず，2005 年に同部のHP上に各市町村
の成績を公開した（Figure 2）．しかしこれは単に集計表
を PDF化し，掲載したものであったがために，1）視覚
的にみにくいこと，2）専門的な指標値のどこに問題があ
るのかわかりにくいこと，3）評価を示す文章が加えられ
ていないことなどから，閲覧者も少なく反響は乏しかっ
た．

4．公開化の動き（第二段階）

2005 年度末の肺がん部会での検討資料として，Figure
3 を作成した．これは過去 3年間の平均要精検率・精検
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Figure 2. The 1st version of cancer screening results according to municipality shown on the website in Osaka Prefec
ture in 2005. It was difficult to understand this table because technical results were displayed in a small font, without 
explanation.

受診率・がん発見率を各市町村別に並べてランキングし
たものである．さらに精度管理指標の悪い市町村に対し
ての理由を考察した文書を添え，健康福祉部の担当者と
協議した．精度管理指標が悪い理由については，1997
年度の「成人病検診管理指導協議会のあり方に関する調
査研究」班の報告書3を参考にした．健康福祉部の担当者
はこの資料を基に，該当市町村を訪問し，問題点につい
て聞き取り調査を行い，その経過を肺がん部会に報告し
た．従来の表の形に比べて図を用いた市町村別ランキン
グは，がん検診に関する専門知識を有さないものにとっ
ても理解しやすいと好評であった．
その頃一部の府議会議員より，がん検診の精度管理に

ついての抜本的な対策を練るべきであるという意見が提
言された．このときの提言も，市町村別の検診成績を積
極的に公開すべきであるという内容であり，我々の主張
と一致した．これを受けて健康福祉部では，2006 年より，
各市町村の受診率・要精検率・精検受診率・がん発見率
の 4つの指標について，市町村別にランキングし，市町
村名も明記した形で，健康福祉部のHPに公開した．

5．公開化の動き（第三段階）

2005 年度には厚生労働省から「がん検診の事業評価の

ためのチェックリスト」1 が公開されていた．これは各種
がん検診に関しての精度管理を遵守できているかどうか
を自己チェックするツールであり，都道府県版・市町村
版・検診機関版がある．これを受けて，大阪府では府内
全市町村を対象とした各がん検診に関するチェックリス
トの調査を行った．この調査内容に解説を加えた報告書
を，PDFファイル化して同様にHP上に公開した．
チェックリストの解説に関しても，実施率が低い市町村
名は実名で本文に記載されている．2008 年からは大阪府
自身のチェックリストの結果も同様に公開している．今
後検診機関のチェックリストの公開が課題である．

6．考 察

医療機関の質の評価と同様に，がん検診の精度につい
ても，評価は様々な問題を抱えている．1）技術的な問題，
2）部外者にとっての理解の困難さ，3）法的面での整備
などである．1）の技術的な問題とは，そもそも要精検
率・精検受診率・がん発見率・陽性反応的中度といった
指標がどの範囲内にあればよいのか？ といった基準が
確保されていないことにある．このため各指標をみても
市町村あるいは都道府県が，どの検診機関がよいのか悪
いのかといったことが判断しづらい状況にあった．しか



Promoting QA of Lung Cancer Screening―Nakayama et al

204 Japanese Journal of Lung Cancer―Vol 50, No 2, Apr 20, 2010―www.haigan.gr.jp

Figure 3. The 2nd version of cancer screening results according to municipality in Osaka Prefecture in 2006. a) 
Average referral rate (%) according to municipality of both men and women from 2002 to 2004. b) Average detailed 
consultation rate (%) according to municipality of both men and women from 2002 to 2004. c) Average detection rate 
of lung cancer (1/100,000) according to municipality in both men and women from 2002 to 2004.
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しこの問題に関しては，厚生労働省のがん検診の事業評
価に関する検討会報告書1において，事業評価に指標
値・基準値が定められており，これを用いることで一定
の評価が可能となっている．
次に部外者にとっての理解の困難さ，わかりにくさと

いう点である．『精度がよい』『精度が悪い』といった言葉
をいくら用いても，集計表のままでは理解が困難である．

住民が自分の市町村での検診を受けるべきか，人間ドッ
クを受けるべきか判断しようと思っても，集計表しか入
手できない場合，解釈は無理である．グラフ化し，全国
や府県の平均との比較により，自市町村の状況が誰にも
容易に把握が可能となる．ただしグラフだけでは位置関
係がわかるものの，要精検率などの言葉の説明も併せて
行う必要がある．大阪府の現状のHPでは用語の説明が
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なく，課題となっている．
法的面での整備は，検診機関を評価する際に，問題に

なってくる．医療機関は医療法第 25 条に基づき保健所の
立ち入り検査を受けている．また血液検査や細胞診を行
う臨床衛生検査所は，臨床検査技師等に関する法律第 20
条に基づき，同様の検査を受けている．しかし検診機関
については，立ち入り検査を行うことに対する法的根拠
はない．肺がん検診については，比較読影・二重読影が
必須とされるものの，正しく行われているか否かを知る
方法はないのである．大阪府では府・市町村の精度管理
指標を公開しているものの，検診機関に関しては，まだ
公開をしていない．法的整備がないため，公開にあたっ
ては，検診機関自体の同意が必要であり，まだ実現にい
たっていない．
次に，公開にあたっての，技術的な側面と社会的な側

面について議論を展開する．
大阪府は肺がん多発地帯として，肺がん対策が長らく

課題となっていた．老人保健法開始前から先駆的に一部
の市町村では肺がん検診が行われており，1983 年からは
順次全市町村に行き渡った．当時組織された成人病管理
指導協議会の肺がん部会は，日本肺癌学会の重鎮数名を
メンバーとし，設立当初から精度管理の重要性について
議論してきた．しかし地区医師会との衝突を避けるとい
う当時の府担当者の姿勢から，なかなか実効性のある対
策を行うことはできなかった．特に 1999 年度からのがん
検診費用の一般財源化に伴い，国と都道府県からの検診
費用の負担もなくなり，市町村にとっては国や都道府県
は『金も出さないで文句だけはつける』という立場になっ
てしまい，市町村に対しての指導性を行使しづらい状況
になってしまった．年 1回の協議会と報告書という閉鎖
的なものでは，この状況を打破することはできなかった．
宮城県での，精度管理指標の把握率を市町村名を開示し
て公開する先駆的な取り組み2は，予算を要さず，HP
という媒体を通じた方法であり，画期的な方法であると
考えられた．しかし，それを導入するにしても市町村を
『さらしもの』にしてよいのか？ という意見があり，必
ずしも容易に話しが進んだ訳ではない．今回大阪府での

実施にあたっては，議会の協力があったことが強い後押
しになっている．特にロビー活動をした訳ではないが，
がん多発地帯という悪名返上という希望に関しては府議
会と同じ思いを共有していたのであろう．公開化に伴う
市町村からのクレームはなかった．公開化されたことは，
新聞の全国紙にも掲載されたが，必ずしも市町村の担当
職員がすべてそのことを知っている訳でもなかった．HP
への公開化は，市町村の検診担当者の緊張感を呼び起こ
すきっかけになるかもしれないが，それに合わせた行動
も必要である．現在肺がん部会では，がん発見率が極端
に悪い市町村に対しては，府の担当職員による聞き取り
調査を行い，改善を図るようにしている．また胃がん部
会では精検受診率の低い市町村の首長に対して，部会長
名で改善依頼を書面で発行している．HP上への成績の
公開は，方法としては容易な方法であるが，それだけで
精度管理が向上する訳ではなく，直接意見を言い指導す
ることが欠かせない．ただし府県の担当職員が市町村に
意見を言うといっても，どこが問題でどうしたらいいの
か？ という技術的な側面については，専門的知識を持
たない事務職員にとっては難しい．専門的知識を持って
いる協議会委員が分析し対策を立て，府県の担当職員が
それに沿って市町村と交渉するという役割分担が必要で
ある．
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